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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月16日(2017.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つのアルキル（メタ）アクリレートコポリマーを含む潤滑油添加剤として使用するた
めの組成物であって、
前記組成物の全質量を基準として、３０～９０質量％の第１コポリマー及び１０～７０質
量％の第２コポリマーを含み、且つ
ａ）第１コポリマーが、
　ｉ）コポリマーの全質量を基準として、３５～６０質量％の、１つ以上のＣ７～Ｃ１５

アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、及び
　ｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、４質量％未満の、１つ以上のＣ１～Ｃ６アル
キル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位
を含み、且つ
ｂ）第２コポリマーが、
　ｉ）コポリマーの全質量を基準として、６０質量％超～９５質量％の、１つ以上のＣ７
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～Ｃ１５アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、
　ｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、少なくとも５質量％の、１つ以上のＣ１６～
Ｃ２４アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、及び
　ｉｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、４質量％未満の、１つ以上のＣ１～Ｃ６ア
ルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位
を含むことを特徴とする、前記組成物。
【請求項２】
　第１コポリマーが、コポリマーの全質量を基準として、４０～６５質量％の、１つ以上
のＣ１６～Ｃ２４アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位を更に含む
ことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　第２コポリマーが、
　ｉ）コポリマーの全質量を基準として、６１～９５質量％の、１つ以上のＣ７～Ｃ１５

アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、
　ｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、５～３９質量％の、１つ以上のＣ１６～Ｃ２

４アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、及び
　ｉｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、４質量％未満の、１つ以上のＣ１～Ｃ６ア
ルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　第１コポリマーが
　ｉ）コポリマーの全質量を基準として、３５～６０質量％の、１つ以上のＣ１０～Ｃ１

５アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、
　ｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、４０～６５質量％の、１つ以上のＣ１６～Ｃ

２０アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、及び
　ｉｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、４質量％未満の、１つ以上のＣ１～Ｃ６ア
ルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　第２コポリマーが、
　ｉ）コポリマーの全質量を基準として、６１～９５質量％の、１つ以上のＣ１０～Ｃ１

５アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、
　ｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、５～３９質量％の、１つ以上のＣ１６～Ｃ２

０アルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位、及び
　ｉｉｉ）コポリマーの全質量を基準として、４質量％未満の、１つ以上のＣ１～Ｃ６ア
ルキル（メタ）アクリレートから選択されるモノマー単位
を含むことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　組成物が３０～８０質量％の第１コポリマー及び２０～７０質量％の第２コポリマーを
含むことを特徴とする、請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　Ｃ７～Ｃ１５アルキル（メタ）アクリレートが、ドデシル－ペンタデシルメタクリレー
ト（ＤＰＭＡ）、デシル－オクチルメタクリレート（ＤＯＭＡ）、ノニル－ウンデシルメ
タクリレート（ＮＵＭＡ）、及びラウリル－ミリスチルメタクリレート（ＬＭＡ）からな
る群から選択され；且つＣ１６～Ｃ２４アルキル（メタ）アクリレートが、セチル－エイ
コシルメタクリレート（ＣＥＭＡ）、及びセチル－ステアリルメタクリレート（ＳＭＡ）
からなる群から選択される、請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　潤滑油組成物が、請求項１から７までのいずれか１項に記載の組成物を更に含むことを
特徴とする、基油を含む潤滑油組成物。
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【請求項９】
　潤滑油組成物が、請求項１から７までのいずれか１項に記載の組成物を、潤滑油組成物
の全質量に対して前記組成物中のコポリマーの全質量を基準として、０．０３～３質量％
の量で含むことを特徴とする、請求項８に記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
　基油が、ＡＰＩ第Ｉ群、第ＩＩ群及び第ＩＩＩ群の基油からなる群から選択されること
を特徴とする、請求項８に記載の潤滑油組成物。
【請求項１１】
　潤滑油組成物の全質量を基準として、０．１～２０質量％の、アルキル（メタ）アクリ
レートポリマー、エチレン及びプロピレンから構成されるオレフィンコポリマー、及び水
素化スチレンジエン「スター」ポリマーからなる群から選択される粘度指数向上剤を更に
含む、請求項８に記載の潤滑油組成物。
【請求項１２】
　請求項１から７までのいずれか１項に記載の組成物を添加剤として潤滑油組成物に添加
する工程を含む、老化した潤滑油組成物の低温粘度の改善方法であって、前記老化した潤
滑油組成物が、エンジン、特にディーゼルエンジンにおいて使用された潤滑油組成物であ
る、前記方法。
【請求項１３】
　添加剤を含む老化した潤滑油組成物が、ＡＳＴＭ　Ｄ４６８４に従って、６０Ｐａｓ以
下の低剪断速度粘度及び３５Ｐａ未満の降伏応力を有することを特徴とする、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　潤滑油組成物の全質量を基準として、５～１５質量％の粘度指数向上剤を潤滑油組成物
に添加することを更に含み、その際、粘度指数向上剤が、アルキル（メタ）アクリレート
ポリマー、エチレン及びプロピレンから構成されるオレフィンコポリマー、及び水素化ス
チレンジエン「スター」ポリマーからなる群から選択される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　老化した潤滑油組成物が、エンジンに使用された潤滑油組成物であることを特徴とする
、請求項１２に記載の方法。
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